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業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
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次
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る
。
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企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

第
一
項
の
班
に
副
班
長
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
班
の
事
務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
九
条
第
六
項
中
「
広
域
水
道
事
務
所
に
」
の
下
に
「
総
括
次
長
、
総
括
技
術
次
長
、」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
仙

南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
工
業
用
水
道
管
理
事
務
所
に
」
の
下
に
「
総
括
技
術
次
長
及
び
」
を
加
え
る
。

　

第
九
条
の
二
第
四
項
中
「
下
水
道
事
務
所
に
」
の
下
に
「
総
括
次
長
、
総
括
技
術
次
長
、」
を
加
え
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
の
表
次
長
の
項
中
「
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
、

「

課
長
補
佐

課

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ

し
、
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
課
の
一
部
の
事
務
を

整
理
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

を

技
術
補
佐

課

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
専
門
的
技
術
に
関
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
。

た
だ
し
、
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
課
の
一
部
の
専

門
的
技
術
に
関
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

」

「

総
括
課
長
補
佐

課

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
。

に

総
括
技
術
補
佐

課

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
専
門
的
技
術
に
関
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
。

課
長
補
佐

課

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
。

技
術
補
佐

課

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
一
部
の
専
門
的
技
術
に
関
し
、
課
長
を
補
佐

す
る
。

」

改
め
、
同
条
第
四
項
中

「

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並

び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

」
を

「

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並

び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

に

技
術
主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び

立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

」

改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
三
項
中

「

次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機
関
ま
た
は
出
先
機
関
の
事
務
を
掌
理
し
、
地
方
機
関
ま

た
は
出
先
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
以
外
の

者
は
、
地
方
機
関
ま
た
は
出
先
機
関
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、
地
方
機
関
ま
た
は

出
先
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

を

技
術
次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機
関
ま
た
は
出
先
機
関
の
専
門
的
技
術
に
関
し
、
地
方
機

関
ま
た
は
出
先
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
。
た
だ
し
、
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
以
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外
の
者
は
、
地
方
機
関
ま
た
は
出
先
機
関
の
一
部
の
専
門
的
技
術
に
関
し
、
地
方
機

関
ま
た
は
出
先
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

」

「

総
括
次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機
関
の
事
務
を
整
理
し
、
地
方
機
関
の
長
又
は
出
先
機
関

の
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

に

総
括
技
術
次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機
関
又
は
出
先
機
関
の
専
門
的
技
術
に
関
し
、
地
方
機
関

の
長
又
は
出
先
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機
関
又
は
出
先
機
関
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、
地
方
機

関
又
は
出
先
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
。

技
術
次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
地
方
機
関
又
は
出
先
機
関
の
一
部
の
専
門
的
技
術
に
関
し
、
地

方
機
関
又
は
出
先
機
関
の
長
を
補
佐
す
る
。

」

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
技
監
」
を
「
理
事
、
技
監
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
本
局
の
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
、「
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
課
長
補
佐
（
以
下
「
課
長
補

佐
（
総
括
担
当
）
と
い
う
。）
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
、「
複
数
の
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
複
数
の
総
括
課

長
補
佐
」
に
、「
、
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
、
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
課
長
補
佐
（
総

括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
次
長
、
班
長
」
を
「
総
括
次
長
、
次
長
及
び
班
長
」

に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担

当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
第
七
項
中
「
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
次
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
次

長
（
総
括
担
当
）」
と
い
う
。）」
を
「
総
括
次
長
」
に
、「
次
長
（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
次
長
」
に
改
め
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
特
別
休
暇
の
承
認
に
つ
い
て
の
専
決
の
特
例
）

３�　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。）
に
係
る
特

別
休
暇
の
承
認
に
関
し
て
、
別
表
第
二
局
長
の
項
第
一
号
ツ
、
副
局
長
の
項
ホ
、
各
課
長
の
項
第
一
号
ヘ
、
各
総
括

課
長
補
佐
の
項
第
一
号
ロ
及
び
各
所
長
の
項
第
一
号
ホ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
別
表
第
二
局
長

の
項
第
一
号
ツ
中
「
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、「
、
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
及

び
第
三
十
三
号
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
と
、
同
表
副
局
長
の
項
ホ
、
各
課
長
の
項
第
一
号
ヘ
、
各
総
括
課
長
補
佐

の
項
第
一
号
ロ
及
び
各
所
長
の
項
第
一
号
ホ
中
「
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、「
、
第
十

六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
及
び
第
三
十
三
号
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
と
す
る
。

　

別
表
第
二
局
長
の
項
第
一
号
ハ
中
「
本
局
の
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
並
び
に
本
局
の
次
長
及

び
」
を
「
及
び
副
局
長
又
は
」
に
、「
チ
及
び
レ
」
を
「
リ
、
ネ
及
び
ナ
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
以
下
こ
の
号
」
を
「
レ

及
び
ラ
」
に
、「
本
局
の
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
同
号
中
ソ
を
削
り
、
同
号
レ
中
「
本
局
の
次
長
」
を
「
副

局
長
」
に
、「
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
七
号
（
局
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。）」
を
「
第
一
条

各
号
」
に
改
め
、
同
号
中
レ
を
ソ
と
し
、
同
号
タ
中
「
本
局
の
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
同
号
中
タ
を
レ
と
し
、

同
号
ヨ
中
「
本
局
の
次
長
及
び
」
を
「
副
局
長
又
は
」
に
改
め
、
同
号
中
ヨ
を
タ
と
し
、
同
号
カ
中
「
本
局
の
次
長
及

び
」
を
「
副
局
長
又
は
」
に
改
め
、
同
号
中
カ
を
ヨ
と
し
、
同
号
ワ
中
「
本
局
の
次
長
及
び
」
を
「
副
局
長
又
は
」
に

改
め
、
同
号
中
ワ
を
カ
と
し
、
同
号
ヲ
中
「
本
局
の
次
長
及
び
」
を
「
副
局
長
又
は
」
に
改
め
、
同
号
中
ヲ
を
ワ
と
し
、

同
号
ル
中
「
本
局
の
次
長
及
び
」
を
「
副
局
長
又
は
」
に
改
め
、
同
号
中
ル
を
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
本
局
の
次
長
及

び
」
を
「
副
局
長
又
は
」
に
改
め
、
同
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
同
号
リ
中
「
本
局
の
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
同

号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
並
び
に
本
局
の
次
長
及
び
」
を
「
及
び
副
局
長
又
は
」
に
改
め
、
同
号
中
チ
を
リ
と

し
、
同
号
ト
中
「
本
局
の
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
同
号
中
ヘ
及
び
ト
を
ト
及
び
チ
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

　
　

ヘ�　

局
長
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
職
員
及
び
副
局
長
の
職
に
あ
る
職
員
（
地
方
機
関
の
職
を
兼
ね
る
職
員
を
除

く
。）
の
時
差
勤
務
時
間
及
び
夏
季
に
お
け
る
勤
務
時
間
の
特
例
に
係
る
勤
務
時
間
の
割
振
り

　

第
一
号
ツ
中
「
本
局
の
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
、「
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
か
ら

第
三
十
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ネ
中
「
、
本
局
の
次
長
及
び
」
を
「
及

び
副
局
長
又
は
」
に
、「
ワ
、
次
長
」
を
「
ネ
、
副
局
長
」
に
改
め
、
同
号
ナ
中
「
、
本
局
の
次
長
及
び
」
を
「
及
び

副
局
長
又
は
」
に
改
め
、
同
号
ラ
及
び
ム
中
「
本
局
の
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
同
号
中
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
ヰ

か
ら
ヤ
ま
で
と
し
、
ム
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ウ�　

局
長
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
職
員
及
び
副
局
長
の
職
に
あ
る
職
員
（
地
方
機
関
の
職
を
兼
ね
る
職
員
を
除

く
。）
が
報
酬
を
得
て
非
常
勤
の
消
防
団
員
を
兼
職
す
る
こ
と
の
承
認
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別
表
第
二
次
長
の
項
中
「
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
同
項
ヌ
中
「
の
職
に
あ
る
職
員
の
休
日
の
代
休
日
の
指

定
」
を
「
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
職
員
及
び
副
局
長
の
職
に
あ
る
職
員
（
地
方
機
関
の
職
を
兼
ね
る
職
員
を
除
く
。）

が
報
酬
を
得
て
非
常
勤
の
消
防
団
員
を
兼
職
す
る
こ
と
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
中
ヌ
を
ル
と
し
、
同
項
リ
中
「
第
一

条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
七
号
（
局
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。）」
を
「
第
一
条
各
号
」
に
改
め
、
同

項
中
リ
を
ヌ
と
し
、
ホ
か
ら
チ
ま
で
を
ヘ
か
ら
リ
ま
で
と
し
、
同
項
ニ
中
「
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
及
び

第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ

を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ハ�　

本
局
の
課
長
の
職
に
あ
る
職
員
の
時
差
勤
務
時
間
及
び
夏
季
に
お
け
る
勤
務
時
間
の
特
例
に
係
る
勤
務
時
間

の
割
振
り

　

別
表
第
二
各
課
長
の
項
第
一
号
ロ
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
職
又
は
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
技
術
補
佐
（
以

下
「
技
術
補
佐
（
総
括
担
当
）」
と
い
う
。）
を
「
総
括
課
長
補
佐
の
職
又
は
総
括
技
術
補
佐
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

ホ　

課
員
の
時
差
勤
務
時
間
及
び
夏
季
に
お
け
る
勤
務
時
間
の
特
例
に
係
る
勤
務
時
間
の
割
振
り

　

同
項
第
一
号
ヘ
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
職
又
は
技
術
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
の
職
又

は
総
括
技
術
補
佐
」
に
、「
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
を
「
及
び

第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
チ
、
ヌ
及
び
ヲ
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
職
又
は
技
術
補
佐

（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
の
職
又
は
総
括
技
術
補
佐
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
各
課
長
補
佐
（
総
括

担
当
）」
を
「
各
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
第
十
一
号
ホ
」
を
「
第
十
三
号
ホ
」
に
改
め
、
同

項
第
十
三
号
中
「
各
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
各
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
公
営
事
業
課
長
の
項
第
一
号
ハ
中
「
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
一
条
第
一
号
か
ら

第
六
号
ま
で
及
び
第
七
号
（
局
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。）」
を
「
第
一
条
各
号
」
に
、「
次
長
」
を
「
副
局
長
」

に
改
め
、
同
号
中
ソ
を
ツ
と
し
、
ツ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ネ　

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
長
が
指
定
す
る
事
務
の
承
認

　

別
表
第
二
公
営
事
業
課
長
の
項
中
レ
を
ソ
と
し
、
同
号
タ
中
「
本
局
の
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
同
号
中
タ

を
レ
と
し
、
ヨ
を
タ
と
し
、
カ
を
ヨ
と
し
、
同
号
ワ
中
「
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
ヘ
か
ら
ヲ
を
ト
か
ら
ワ
と

し
、
同
号
ホ
中
「
各
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
各
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ホ�　

本
局
及
び
地
方
機
関
に
所
属
す
る
職
員
が
報
酬
を
得
て
非
常
勤
の
消
防
団
員
を
兼
職
す
る
こ
と
の
承
認
（
局

長
及
び
副
局
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

　

別
表
第
二
公
営
事
業
課
長
の
項
第
四
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ロ
か
ら
ト
ま
で
を
ハ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
イ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

取
得
価
格
又
は
取
得
時
の
評
価
額
が
一
件
千
万
円
未
満
の
物
品
の
貸
付
け
又
は
管
理
委
託
の
決
定

　

別
表
第
二
各
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
項
中
「
各
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
各
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、

同
号
イ
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
職
又
は
技
術
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
の
職
又
は
総
括
技

術
補
佐
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
を
「
及

び
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）
の
職
又
は

技
術
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
の
職
又
は
総
括
技
術
補
佐
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
本
局
の
次
長
」

を
「
副
局
長
」
に
、「
所
属
の
課
長
補
佐
」
を
「
所
属
の
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
各
所
長
の
項
第
一
号
中
ル
を
ヲ
と
し
、
ホ
か
ら
ヌ
ま
で
を
ヘ
か
ら
ル
ま
で
と
し
、
同
号
ニ
中
「
、
第
十
六

号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
に
改

め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ニ�　

所
長
の
職
に
あ
る
職
員
及
び
所
員
の
時
差
勤
務
時
間
及
び
夏
季
に
お
け
る
勤
務
時
間
の
特
例
に
係
る
勤
務
時

間
の
割
振
り

　

別
表
第
三
中
「
課
長
補
佐
」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号

　

管
理
者
の
職
務
を
行
う
職
員
を
指
定
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

管
理
者
の
職
務
を
行
う
職
員
を
指
定
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

管
理
者
の
職
務
を
行
う
職
員
を
指
定
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
号
中
「
企
業
局
次
長
（
技
術
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
次
長
を
除
く
。）」
を
「
企
業
局
副
局
長
（
技
術
担
当
を
命
ぜ

ら
れ
た
副
局
長
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号

　

企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
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企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
の
表
本
局
の
項
中
「
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
、「
課
長
補
佐
」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、

同
表
地
方
機
関
の
項
中
「
次
長
」
を
「
総
括
次
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号

　

企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　

企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
公
営
事
業
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
）」
を
「
公
営
事
業
課
総
括
課
長
補
佐
」
に
、

「
次
長
（
次
長
を
置
か
な
い
地
方
公
所
に
あ
っ
て
は
、
庶
務
を
担
当
す
る
班
長
）」
を
「
総
括
次
長
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
公
営
事
業
課
長
補
佐
」
を
「
公
営
事
業
課
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
次
長
（
次
長
を

置
か
な
い
地
方
公
所
に
あ
っ
て
は
、
庶
務
を
担
当
す
る
班
長
）」
を
「
総
括
次
長
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
中
「
翌
日
」
を
「
翌
営
業
日
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
中
「
支
払
完
了
後
七
日
」
の
下
に
「（
支
払
い
完
了
等
の
日
か
ら
七
日
目
に
当
た
る
日
が
休
日
等
で
あ

る
と
き
は
、
六
日
に
当
該
休
日
等
か
ら
当
該
休
日
等
後
の
最
初
の
日
（
休
日
等
を
除
く
。）
ま
で
の
日
数
を
加
え
た
日
）」

を
加
え
る
。

　

第
百
五
十
五
条
中
「
発
令
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
」
を
「
後
任
者
が
発
令
後
速
や
か
に
業
務
を
行
え
る
よ
う
、」
に

改
め
、「
後
任
者
に
」
を
削
る
。

　

附
則
第
五
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
を
「
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ

と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）
で
あ
る
感
染
症
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
勘
定
科
目
表
収
益
勘
定
⑴
の
表
中

「

受
託
工
事
収
益

」
を

そ
の
他
営

業
収
益

給
水
収
益
，
受
託
工
事
収
益
以
外
の
収
益
で
通
常
発

生
す
る
収
益

「

受
託
工
事
収
益

繰
延
運
営

権
対
価
収

益

地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則

（昭
和
27年
総
理
府
令

第
73号

。
以
下

「施
行
規
則

」と
い
う
。

）第
21条

の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
償
却
額

繰
延
運
営
権
対

価
収
益

運
営
権
者

更
新
投
資

収
益

施
行
規
則
第
21条
の
３
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定

に
よ
る
償
却
額

に
、

運
営
権
者
更
新

投
資

そ
の
他
営

業
収
益

給
水
収
益
，
受
託
工
事
収
益
，
繰
延
運
営
権
対
価
収

益
，
運
営
権
者
更
新
投
資
収
益
以
外
の
収
益
で
通
常

発
生
す
る
収
益

」

「

長
期
前
受
金
戻

入
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則

（昭
和
27年
総
理
府
令

第
73号

。
以
下

「施
行
規
則

」と
い
う
。

）第
21条

第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
償
却
し
た
長
期

前
受
金
の
額
の
う
ち
営
業
外
収
益
と
し
て
整
理
す
る

も
の

」
を

「

長
期
前
受
金
戻

入
施
行
規
則
第
21条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
償
却
し
た
長
期
前
受
金
の
額
の
う
ち
営
業
外
収
益

と
し
て
整
理
す
る
も
の

」
に
改
め
、
別
表
第
一
勘
定
科
目
表
収

益
勘
定
⑶
の
表
中
「

受
託
工
事
収
益

」
を

そ
の
他
営

業
収
益

管
理
運
営
負
担
金
，
受
託
工
事
収
益
以
外
の
収
益
で

通
常
発
生
す
る
収
益

「

受
託
工
事
収
益

繰
延
運
営

権
対
価
収

施
行
規
則
第
21条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
償
却

額
益

繰
延
運
営
権
対

価
収
益

運
営
権
者

更
新
投
資

収
益

施
行
規
則
第
21条
の
３
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定

に
よ
る
償
却
額

に
改
め
、
別
表
第
一
勘

運
営
権
者
更
新

投
資

そ
の
他
営

業
収
益

管
理
運
営
負
担
金
，
受
託
工
事
収
益
，
繰
延
運
営
権

対
価
収
益
，
運
営
権
者
更
新
投
資
収
益
以
外
の
収
益

で
通
常
発
生
す
る
収
益

」
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定
科
目
表
資
産
勘
定
の
表
中

「
営
業
外
未

収
金

主
た
る
営
業
活
動
か
ら
生
ず
る
収
益
以
外
の
収
益
の

未
収
額

（受
取
利
息
の
未
収
金
等

）

」
を

そ
の
他
未

収
金

営
業
，
営
業
外
の
未
収
金
等

（固
定
資
産
の
売
却
代

金
の
未
収
額
等

）

「

営
業
外
未

収
金

主
た
る
営
業
活
動
か
ら
生
ず
る
収
益
以
外
の
収
益
の

未
収
入
額

（受
取
利
息
の
未
収
金
等

）

未
収
預
り

金
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

（昭
和
49年
宮

城
県
条
例
第
８
号

）第
15条
の
規
定
に
よ
り
公
共
施

設
等
運
営
権
の
設
定
を
受
け
た
選
定
事
業
者

（以
下

「運
営
権
者

」と
い
う
。

）に
代
わ
っ
て
県
が
徴
収

す
る
料
金
に
係
る
未
収
入
額

（運
営
権
者
に
帰
属
す

る
水
道
料
金
，
管
理
運
営
負
担
金
の
未
収
金
等

）

に
改
め
、
別
表
第
一
勘

そ
の
他
未

収
金

営
業
未
収
金
，
営
業
外
未
収
金
，
未
収
預
り
金
以
外

の
未
収
金
等

（固
定
資
産
の
売
却
代
金
の
未
収
額
等

）
」

定
科
目
表
負
債
勘
定
の
表
中
「預

り
敷
金

」
を
削
り
、「契

約
保
証
金

」
の
下
に
「，

敷
金

」
を
加
え
、

「

そ
の
他
預

り
金

共
済
組
合
掛
金
等

」
を

「

利
用
料
金

等
預
り
金

県
が
代
行
徴
収
し
運
営
権
者
に
帰
属
す
る
利
用
料
金

等

に
、

そ
の
他
預

り
金

共
済
組
合
掛
金
等
」

「

長
期
前
受

金
収
益
化

を
累
計
額

」

「

長
期
前
受

金
収
益
化

累
計
額

３

�繰
延
運

営
権
対

価

公
共
施
設
等
運
営
権
の
設
定
の
対
価
と
し
て
収
受
す

る
も
の
の
額

繰
延
運
営

権
対
価

４

�繰
延
運

営
権
対

価
収
益

　

�化
累
計

額

繰
延
運
営

権
対
価
収

益
化
累
計

額

に
改
め
る
。

５

�運
営
権

者
更
新

投
資

償
却
資
産
の
取
得
又
は
改
良
に
要
し
た
額
の
う
ち
運

営
権
者
が
負
担
す
る
も
の
の
額

運
営
権
更

新
投
資

６

�運
営
権

　

�者
更
新

投
資
収

益
化
累

計
額

運
営
権
更

新
投
資
収

益
化
累
計

額

」

　

別
表
第
二
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

①
�　

支
出
負
担
行
為
と
し
て
整
理
す
る
時
期
は
、
単
価
契
約
等
契
約
締
結
時
点
で
契
約
額
が
確
定
し
て
い
な
い
も

の
は

（　

）書
き
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

②
�　

※
１
に
つ
い
て
は
、
契
約
を
締
結
し
な
い
と
き
は

（　

）書
き
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

③
�　

下
記
の
経
費
を
支
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼
支
払
伝
票
又
は
支
出
負
担
行
為
決

議
書
兼
振
替
伝
票
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

⑴

　

備
消
耗
品
費
�　

定
期
購
読
物

（新
聞
、
定
期
刊
行
物

）（年
度
当
初
に
契
約
締
結
し
、
当
該
年
度
末
に
１

年
分
を
支
出
す
る
も
の
を
除
く
。

）

　
　
　

⑵

　

燃　
料　
費

　

ガ
ソ
リ
ン
代

　
　
　

⑶

　

印
刷
製
本
費

�　

コ
ピ
ー
代

（１
か
月
の
リ
ー
ス
料
の
他
に
使
用
枚
数
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
る
料
金
の
支
払

い
を
い
う
。

）、写
真
又
は
青
写
真
焼
付

　
　
　

⑷
�　

手　
数　
料

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代
、
ト
レ
ー
ス
代

　
　
　

⑸
�　

賃　
借　
料

　

タ
ク
シ
ー
代
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
に
よ
り
支
払
う
有
料
道
路
利
用
料
金

　
　
　

⑹
�　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
備
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
光
熱
水
費
、
印
刷
製
本
費
、
通
信
運
搬
費
、

委
託
料
、
手
数
料
、
賃
借
料
、
修
繕
費
に
係
る
支
払
い
に
つ
い
て
、
契
約
書
を
省
略
し
、
か
つ
請
書
を
徴
さ

な
い
も
の

　
　
　

⑺
�　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
２
に
掲
げ
る
支
出
負
担
行
為
と
し
て
整
理
す
る
時
期
か
ら
支
出

命
令
日
ま
で
の
期
間
が
30日
以
内
の
も
の

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
一
号
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企
業
局
工
事
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　
企
業
局
工
事
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
工
事
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
の
表
公
営
事
業
課
長
の
項
中
「
副
参
事
」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
、
同
表
地
方
機
関
の
長
の
項
中
「
次
長
」

を
「
総
括
次
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号

　

企
業
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　
企
業
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「

次
長
�

」
を
「

副
局
長
�

」
に
、「

課
長

補
佐
�

」
を
「

総
括
課

長
補
佐
�

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
三
号

　

企
業
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　
企
業
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規

程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
二
の
項
中
「
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
」

の
下
に
「
総
括
課
長
補
佐
、
総
括
技
術
補
佐
、」
を
、「
同
条
第
三
項
の
表
に
掲
げ
る
」
の
下
に
「
総
括
次
長
、
総
括
技

術
次
長
、」
を
加
え
、
同
表
五
の
項
中
「
主
任
主
査
」
の
下
に
「
、
技
術
主
任
主
査
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
の
表
二
の
項
中
「
次
長
」
を
「
副
局
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


